
・レンタカー事業許可申請書を無料で作成します。

・愛媛運輸支局にレンタカー事業許可申請を代行します。（無料）

・ホームページをお持ちでない方には、ホームページを作成、公開します。

　　　　（別紙を参照してください。）

・レンタカーの自動車共済保険が団体割引で契約できます。

　　　　（別紙を参照してください。）

・レンタカー営業開始に必要な書類を差し上げます。

貸渡証　１冊（１００枚綴り）

貸渡簿　１冊（５００件分）

日常点検記録簿　１冊（１００枚綴り）

掲示用約款等法令で掲示が必要な書類

・レンタカー事業に関する困ったことや疑問の相談をお受けします・レンタカー事業に関する困ったことや疑問の相談をお受けします

・レンタカーが駐車違反をした場合に、警察からＦＡＸで連絡があります。

・運輸支局や警察からの情報を定期的にお送りします。

・レンタカー事業に必要な知識を「資格認定講習会」で学べます。

・年度ごとに運輸支局に提出する報告物を協会がまとめて提出します。

・レンタカーが乗り逃げされた場合、「不返還証明書」を無料で交付します。

　　入会時にお渡しする書類


